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本⽇のご議論
• 系統⽤蓄電池の接続検討等が急増する中、系統接続ルール⾯での課題の整理が必要になっている。

• 例えば、系統⽤蓄電池の系統接続の際、逆潮流側についてはノンファーム型接続が適⽤されるが、
⼀⽅、順潮流側については、事業者の充電計画によっては順潮流の重潮流断⾯であっても充電が⾏
われる可能性がある。そのため、このような断⾯であっても充電可能となるよう接続検討を⾏うこ
ととしており、系統の運⽤容量を超過することが想定される場合には接続検討において系統増強が
求められる。系統増強が必要な場合、系統接続まで時間を要する課題がある。

• この課題に対し、新たに特別⾼圧に接続される系統⽤蓄電池について、N-1故障発⽣時に系統⽤蓄
電池の充電を停⽌することができるN-1充電停⽌装置の導⼊により運⽤容量を拡⼤して増強なく受
⼊できる場合は、系統増強を回避して接続することとした※ 。
※北海道エリアは、試⾏的な取り組みとして充電制御装置（N-1充電停⽌機能あり）による早期連系を実施

• こうした中、補助⾦や⻑期脱炭素電源オークション等の実施に伴い、系統⽤蓄電池の接続検討等が
増加しており、N-1充電停⽌装置を導⼊してもなお、系統増強が必要になるケースが増加すること
も想定される。

• これらの状況を踏まえ、系統⽤蓄電池の早期連系に向け、本⽇は下記について御議論頂きたい。
①系統⽤蓄電池の順潮流側の接続ルール等の在り⽅について
②系統⽤蓄電池の早期連系の追加的な暫定措置
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【報告】系統⽤蓄電池の接続検討等の受付状況

系統⽤蓄電池の接続検討等受付状況
（2024年6⽉末時点、括弧内の数字は2023年5⽉末時点からの増減）

（万kW）

（※）⼀般送配電事業者において集計したデータを元に、資源エネルギー庁において作成。
（※）接続検討のすべてが系統接続に⾄るものではない。
（※）数値は⼩数点第１位を四捨五⼊した値。

• 系統⽤蓄電池の接続検討等の受付状況として、接続検討受付が約6,000万kW（2023年5⽉
末⽐で約5倍）、接続契約受付が約450万kW （2023年5⽉末⽐で約4倍）となっている。

• 特に、東北、中国では接続検討が急増している。
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①系統⽤蓄電池の順潮流側の接続ルール等の
在り⽅について
• 需要設備の場合、順潮流側が重潮流となる断⾯においても電⼒供給に⽀障を来さないような

設備形成の考え⽅のもと、系統容量の確保を前提に供給検討を実施している。現状では、系
統⽤蓄電池の順潮流側の接続ルールにおいても、需要設備と同様に系統容量を確保する必要
がある。

• 他⽅、系統⽤蓄電池の場合、例えば系統の需要がスポット価格に連動する系統におけるアー
ビトラージによる運⽤においては、⼀般的に電⼒需要が⽀配的となり順潮流側が重潮流とな
るタイミングで充電を⾏う可能性は低いとも考えられる。

• ただし、系統に接続されている需要設備と発電設備のバランスや系統に接続されている発電
設備の種類等に依っては重潮流が発⽣するタイミングが異なることが想定されることから、
重潮流が発⽣するタイミングがスポット価格と連動しないケースも想定される。

• このような系統⽤蓄電池の運⽤実態や系統の特徴等を踏まえつつ、系統⽤蓄電池の順潮流側
の接続ルール等の在り⽅については、系統容量を確保しない接続ルールも含め、引き続き検
討を深めることとしてはどうか。
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②系統⽤蓄電池の早期連系の追加的な暫定措置
• 系統⽤蓄電池の順潮流側の接続ルール等の在り⽅については引き続き検討していくこととす

るが、接続検討が⾜元で急増している状況を鑑みて追加的な暫定措置の検討も必要。

• 例えば、蓄電池の充電により運⽤容量の超過が想定される場合に、既存の対応（系統増強、
N-1充電停⽌装置および充電制御装置の導⼊※１）に加え、早期連系対策として、特定の断⾯
における充電を制限することへの同意等を前提に、当該系統を増強することなく系統接続を
認める運⽤（充電制限契約）を導⼊することとしてはどうか※２。
※１ N-1充電停⽌装置および充電制御装置の導⼊による措置については今後も連系先の系統状況に応じて適⽤する。
※２ 充電制限契約の詳細条件等は引き続き議論が必要であり、検討整理の後に適⽤する想定。

• なお、上記対応により接続する系統⽤蓄電池についても、将来的に接続ルール等が整備され
たときには、それに従うことが望ましい。
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（参考）充電制限のイメージ
• 充電制限契約では、蓄電池の充電により蓄電池を含む需要が系統の運⽤容量を超過すること

が想定される場合に、当該特定の断⾯における充電を制限することを前提に系統接続を認め
る。
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（参考）これまでの順潮流側対策
（出所）第46回系統ワーキンググループ 資料5
（2023年5⽉29⽇）
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（参考）順潮流側対策のこれまでの検討状況
（出所）第70回広域系統整備委員会 資料4
（2023年9⽉22⽇）



9

（参考）N-1充電停⽌装置による対策のイメージ
（出所）第70回広域系統整備委員会 資料4
（2023年9⽉22⽇）


